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受講期限の確認を
危険物取扱者保安講習
期日／10月18日（水）
場所／匝瑳市民ふれあいセンター
申込期間／８月21日（月）～25日（金）
申し込み方法／消防本部、消防署、海
上・飯岡・干潟分署か、千葉県危険物
安全協会連合会のホームページから入
手できる申請書に必要事項を記入し、
消防本部か千葉県危険物安全協会連合
会に申し込んでください。
消防本部予防課（☎63-5356）

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
全国一斉情報伝達試験を実施
　緊急時に迅速・確実な情報伝達を行
うため、８月23日（水）午前11時にＪア
ラートを使用した全国一斉の情報伝達
試験を行います。当日は防災行政無線
から試験放送が流れます。実際の災害
と間違えないように注意してください。
※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力
攻撃などの緊急情報を迅速に伝達す
るシステムです。
問総務課地域安全班（☎62-5311）

障がい者（児）各種手当の
所得状況届は期間内に提出を
　障がい者（児）に関わる、各種手当の
所得状況届の受け付けが始まります。
　対象者には、所得状況届を郵送する
ので、社会福祉課へ提出してください。
手当の種類／特別児童扶養手当、特別
障害者手当、障害児福祉手当、ねたき
り身体障害者及び重度知的障害者介護
手当
提出期限／９月11日（月）�
問社会福祉課障害福祉班（☎62-5351）

住民税非課税世帯等
物価高騰対策給付金
　物価高騰による家計への影響が大き
い住民税非課税世帯や、家計急変世帯
を支援するため、１世帯当たり３万円
を給付します。届いている確認書に必
要事項を記入し、返信用封筒で提出し
てください。
提出期限／10月２日（月）　※消印有効。
住民税非課税世帯等物価高騰対策

給付金担当窓口（☎62-5376・社会福
祉課社会班内）

地工事、名義変更、別の土地の購入などと新たな契約
を結ばせる手口には注意が必要です。宅地建物取引業
の免許があっても、悪質な勧誘を行う業者もいます。
「土地を買いたい人がいる」などのセールストークをう
のみにしてはいけません。中には買い手がいるかのよ
うに「買付証明書」を発行するなど、手口が巧妙なこと
もあります。
◦�一度金銭を支払ってしまうと、取り戻すことは困難で
す。登記簿や相場など、土地に関する情報を集め、不
審な点があれば契約はやめましょう。
◦�高齢者がトラブルに遭いやすいため、日頃から家族や
身近な人による見守りも大切です。不安に思った場合
や、トラブルになったときは消費者ホットライン（☎
188）や消費生活センターに相談してください。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話

（☎62-8019）

　「原野商法」（値上がりの見込みがほとんどないような山
林などを、将来値上がりするかのように偽って販売する
手口）の被害に遭った人や、それらの土地を相続した人に
対して、土地の売却を勧めて手数料などをだまし取る「原
野商法」の二次被害と疑われる相談が寄せられています。
【事例１】
　宅地建物取引業の免許を持つ業者から「海外の富裕層
が土地を探している」と電話があり、昔200万円で購入
した山林の売却を持ちかけられた。土地の相続で子ども
に迷惑をかけたくないと考えていたので来訪してもらっ
た。業者に「400万円で売れる」と言われ、買い手が付く
なら売り時だと思い契約した。「土地の測量のため60万
円が必要だが、ほかに費用はかからない」と言われ支払っ
たが、その後、連絡が取れなくなった。
【事例２】
　40年ほど前に勧誘されて購入した遠方の土地を、業
者から「購入したい」と電話があり、会って説明を受けた。
内容は分からなかったが、求められるがまま書面にサイ
ンをした。娘に売却したことを伝えて契約書を見せたら、
土地を600万円で売り、別の土地を800万円で購入する
契約になっていると言われた。
アドバイス
◦�土地が高く売れるなどと勧誘し、広告宣伝や測量、整
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